
人事院勧告「人勧」って言葉、聞いたことありませんか? 
 

これは人事院が国家公務員の給料等を民間と比較して、変更せよと国会

等に物申す制度です。今年は「給料上げよ」との勧告になっています。 

あくまでもこれは国家公務員の給料のこと、そしてそれも国会で確定さ

れなければ変わらないのですが、地方の自治体は、国が変われば大抵追随

します。ということは・・・ 

正規職員の給料表を基準にしている 

会計年度任用職員の給料も上がるかもしれない！ 

でも、本当に上がるかどうかは、これからの交渉で決まります。 

皆さんに頂いている生活を訴える多くの生の声を訴えて、 

給料の改定を強く求めていきます。 

 

 

 

 

 

 

会計年度部だより、発行開始！ 
 「日刊情報が届くけど、内容がよくわからない」「専門用語ではなく、簡単な言葉で教えてほしい」

という声がありましたので、不定期ですが、会計年度部組合員向けの発信を始めます。 

 タイトルになった「カモミール」は「精神的強さ」の意味を持つ花で、花言葉は、「逆境で生まれる

力」「友情」「清楚」「あなたを癒す」「苦難の中での力」、英語では「patience in adversity（逆境に

耐える）」です。会計年度任用職員部にピッタリの花です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
会計年度任用職員部だより 20220905 鹿児島市職員労働組合 

会計年度任用職員部 

099-222-5496 

知ってますか～？健康保険証が変わりますよ～ 

協会けんぽ→市町村職員共済(短期給付・福祉事業対象) 
 

すでに職場の庶務担当者等から連絡があったかと思いますが、現在水色

の健康保険証を持っている方、10 月から市町村職員共済組合の黄色の保

険証になります。メリットとデメリットを簡単に説明します。 

☆メリット☆ 全国の提携宿泊施設等、安く利用できます。 

        マリンパレスの利用、優遇あります。 

        人間ドック、脳ドックの利用助成(来年度より) 

        がん検診費用助成 

メンタルヘルス相談 

貯金・貸付・物資購入等の事業 

詳細は「市町村共済 鹿児島」で検索か ↑ から 

★デメリット★ 

協会けんぽの保険料は「後払い」、市町村共済掛金は「当月払い」なので、

10 月のお給料時、協会けんぽの 9 月分と市町村共済の 10 月分掛金が天

引きされることになります( T T ) 
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